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「浦添市ふるさと納税業務委託」 
公募型プロポーザル実施要領 

 
 

１ 目  的 
本要領は、浦添市（以下、「本市」という。）のふるさと納税に係る寄附の受付、寄附

情報の管理、返礼品の発注・配送管理・新規登録等の事務の効率化並びに本市の魅力や認
知度の向上、地場産品の販路拡大による地域活性化を図るに当たって、必要な業務を委託
する事業者をプロポーザル方式により選定することについて、必要な事項を定めるもので
ある。 

 
２ 業務概要 
（１）業務名：浦添市ふるさと納税業務委託 
（２）内容：浦添市ふるさと納税業務委託を実施する。詳細は「浦添市ふるさと納税業務
委託仕様書」を参照 
（３）履行期間：契約締結日から令和９年３月31日まで 
 
３ 参加資格要件 

業務の実施に必要な能力を有する者で、次に掲げる（１）〜（６）の要件を全て満たす
者を対象とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していない 
こと。 
（２）国及び地方公共団体等において指名停止を受けていないこと。 
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、⺠事再生法 
（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75
号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に
規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 
（５）国税及び地方税の滞納がないこと。 
（６）当該委託業務を円滑に遂行するために必要な知識、人員、経営基盤を有し、資金等
について十分な管理能力を備え、かつ、必要時に本市や返礼品提供事業者と速やかに連携
を行うなど、十分な連絡・運営体制が整備されていること。 
（７）応募については、単独に限らず共同企業体での参加も可能とする。ただし、重複
（単独・共同企業体又は複数の共同企業体）での申し込みを行うことはできない。 
また、共同企業体の場合は、代表事業者が上記（１）〜（６）の要件を満たし、かつ、構
成員すべてが上記（1）〜（5）の要件を満たすこと。 



 
４ 配布資料 
（１）公募型プロポーザル実施要領（本書） 
（２）浦添市ふるさと納税業務委託仕様書 
（３）参加申込書（様式１）  

（４）共同企業体構成書（様式１-２） 
（５）質問書（様式２） 
（６）誓約書（様式３） 
（７）会社概要書（様式４） 
（８）業務実績調書（沖縄県内/沖縄県外）（様式５） 
（９）実施体制調書（様式６） 
（10）参考見積書（様式７） 
（11）辞退届（様式８） 
（12）審査基準表（別紙１） 
 
５ 提出書類等 
（１）プロポーザルへの参加申込 

① 提出書類 
ア 参加申込書（様式１） 
イ 共同企業体構成書（様式１-２）※該当の場合のみ 
ウ 誓約書（様式３） 
エ 会社概要書（様式４） 
オ 業務実績調書（様式５） 
カ 実施体制調書（様式６） 
キ 参考見積書（様式７） 
ク 財務諸表(直近２期分の「賃借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」)  
ケ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※発行から３か月以内のものに限る。 
コ 完納証明書（所在地の市町村）※発行から３か月以内のものに限る。 

※共同企業体で申込む場合は、上記ア・イ・キ以外についても構成員ごとに提出するこ
と。 

② 提出部数：３部（１部正本、２部副本） 
③ 提出期限：令和７年11月25日（火）17時まで 
 

（２）企画提案書等の提出 
① 提出書類 

ア 企画提案書（作成方法は別紙１を参照） 



イ 独自提案 
ウ 業務工程表 

② 提出部数：５部 
③ 提出期限：令和７年12月9日（火）17時まで  
 
（３）企画提案書の作成方法 
① 上記提出書類ア〜ウの順序で製本し、それぞれにインデックスを付け、簡易的なA4

ファイルで提出すること。 
② 規格は、日本工業規格Ａ４縦版（Ａ３折込可）の印刷物とし、両面印刷で１５ペー

ジ以内とすること。 
  ③ 各ページ下側にページ番号を付すこと。 
  ④ 仕様書の内容を前提として提案すること。 
 ⑤ 審査基準表（別紙１）の各項目に沿った内容に整理すること。 
 ⑥ 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とすること。 
 

各書類の提出方法及び提出先 
(1) 提出方法 事務局へ持参又は郵送（書留・簡易書留

郵便）※郵送の場合、期日必着 
(2) 提出先 浦添市企画部企画課（以下「事務局」と

いう。）に提出。 
 

６ スケジュール  ※概ねの予定を示したものであり、変更となる場合がある。 

 内 容 時 期 
１ 募集開始（公告） 令和７年11月10日（月） 
２ 質問受付期限 令和７年11月18日（火）17時まで 
３ 質問回答 令和７年11月20日（木）までに市ホ

ームページで回答 
４ プロポーザル参加申込期限 令和７年11月25日（火）17時まで 
５ 参加承認または一次審査結果（二次審

査案内）の通知 
令和７年12月1日（月）までにメール
及び文書にて通知 

６ 企画提案書等の提出期限 令和７年12月9日（火）17時まで 
７ 二次審査（選考会） 令和７年12月18日（木）予定 
８ 二次審査結果の通知 令和７年12月26日（金）予定 
９ 契約締結 令和８年１月上旬予定 
10  寄附受付開始 令和８年４月１日（水）以降速やかに

開始できるようにすること 



７ 質問及び回答 

公募要領及び企画提案に関する質問は、「質問書」（様式２）により事務局へ電子メー
ルにて送信すること。また、以下の点に留意すること。 

（１）質疑は電子メールのみとする。 

（２）質問書送信後は、必ず電話連絡による着信確認を行うこと。 

（３）質問書の提出は、令和７年11月14日（金）17時までとする。 

（４）質問に対する回答は、令和７年11月18日（火）までに市HPにて公開する。 

 

８ 参考見積 

参考見積書に記載する金額は、下記「（１）令和７年度寄附金受入見込」の寄附があっ
た場合に要する委託料（返礼品代金及び送料、ふるさと納税ポータルサイト利用料、クレ
ジットカード等決済手数料を除く）とし、その内訳を下記「（４）見積項目」のとおり記
載し、その算出根拠を示すこと。なお、委託料は消費税及び地方消費税相当額を含めた金
額を記入すること。 

また、上記金額とは別に、本市に負担が発生する経費については、算定根拠がわかるよ
うに参考事項として付記すること。（仕様書以外に提案できる業務について、オプション
契約となる場合など） 

 

（１）目標寄附額（さとふる経由の寄附を除く） 

寄附金額：６９９，２１０，０００円 

（２）見積限度額 

３８，４５６，５５０円（税込） 

※見積限度額は、予定価格を示すものではありません。 

（３）見積項目 

①業務委託料（寄付受領証明書及びワンストップ特例申請書発行・郵送代含む） 

②返礼品代金及び送料（別途支払い） 

※紙のワンストップ特例申請受付業務については、自由提案とする。（この場合、寄附控
除管理システムとして「ふるさと納税do」の使用を前提とすること） 

 

９ プロポーザルへの参加承認及び選考会案内の通知 

（１）一次審査（書類審査） 

参加申込書類の確認後、参加資格要件を満たす者に対し、参加承認をメール及び書面に
て通知する。 

なお、応募多数の場合は、様式５〜７に基づく一次審査（書類審査）の結果により、上
位３〜５者程度（以下「二次審査対象者」という。）を選定し、参加承認・不承認に代え
て審査結果（一次審査結果通知書）を通知するものとする。 



（２）二次審査（選考会） 

二次審査対象者には、選考会の案内も併せてメール及び書面にて通知する。なお、申込
書類を提出したにもかかわらずプロポーザル参加承認の通知期限までに認否の連絡がない
場合は、事務局へ電話で問い合わせること。 

 

10  プレゼンテーションの実施及び審査 
「二次審査対象者」で、企画提案書等の提出をした者については、次のとおりプレゼンテ
ーションを行い、審査を受けるものとする。 
 
（１）プレゼンテーションの実施方法 

① 審査日：令和７年12月18日（木）※変更の場合は参加者に通知する 
② 審査会場：浦添市役所 ※Web参加は認めないものとする。 
③ 出席者：４名以内とする。 
④ 所要時間：45分以内（準備５分、説明30分、質疑応答10分） 
⑤ 内容：説明は企画提案書等に記載した内容とする。新たな資料の配布は認めない。 
⑥ 使用機器：パソコン等はプレゼンテーション参加者が用意すること。電源、モニタ

ー、HDMI端子、延⻑コードは市でも用意可能。また、機材の動作確認を希望する参
加者は、事前に申し出て、事務局と日程調整をすること。（プレゼンテーション当日
は不可） 

 
（２）審査方法 

一次審査（書類審査）及びプレゼンテーションの内容を基に「浦添市ふるさと納税業務
委託候補者選考委員会（以下「選考委員会」という。）において総合的に評価を行い、次
のとおり優先交渉権者を選定する。 

① 選考委員会にて、各委員の総合評価点数の最も高い提案者を１位とし、1位を多く獲
得した提案者を優先交渉権者とする。 

② 順位を１位とした委員の数が同数の提案者が２者以上ある時は、当該提案者の順位
を１位とした委員の当該提案者に係る採点の合計点数が最も多い者を優先交渉権者と
する。 

 
（３）評価項目及び評価基準 

審査基準表（別紙１）のとおり 
（４）審査結果 

審査結果については決定後、全てのプレゼンテーション（二次審査）参加者に対しメー
ル及び書面により通知する。また、審査の結果を本市ホームページにおいて公表する。た
だし、選定されなかった事業者名については公表しない。 



11 契約方法 
原則、選考委員会にて決定した順位１位の優先交渉権者と、委託内容、経費等について

協議をし、必要に応じて見積書の再提出を求め、双方の合意に至った場合、随意契約によ
り業務委託契約を締結する。ただし、協議の結果、順位１位の優先交渉権者と契約に関し
て合意に至らなかった場合は、次点候補者を繰り上げ、その者と契約に向けて協議を行う
ものとする。 
 
12  失格要件 

次に掲げる項目に該当する者は、失格とする。 
（１）本要領「３ 参加資格要件」の要件を満たしていない場合、または満たすことが出 

来なくなった場合 
（２）企画提案書及びその他書類等に虚偽の記載をした場合 
（３）定められた提出方法及び提出期限に適合しない場合 
（４）プレゼンテーションに出席しなかった場合 
（５）契約を締結できない、または締結の意志が認められない場合 
（６）参考見積書の金額が見積限度額（税込）を超える場合 
（７）選考委員、市職員及び当該プロポーザル関係者から不正にプロポーザル又は選考に 
係る情報を得ようとし、又は得た場合 
（８）その他委員会及び事務局において不適格と認められる場合 
 
13  その他の留意事項 
（１）参加申込後にやむを得ず参加を辞退する場合は、速やかに辞退届（様式８）を事務 
局に提出すること。 
（２）事業提案は、１者につき１提案とする。 
（３）提出書類の作成、参加申込みのために要する費用は、全て参加者負担とする。 
（４）提出書類は、本市の所有物として本市が保管、管理又は廃棄し、参加者への返却は 
しない。 
（５）提出書類は、本プロポーザルにおける優先交渉権者の選定以外の目的では使用しな
い。ただし、公文書公開請求があった場合は、浦添市情報公開条例に基づき取り扱うこと
とする。 
（６）参加者が１者の場合は、その提案内容等を選考委員会で審査し、委託可能と判断し 
た場合にのみ契約について協議する。 
（７）参加申込及び企画提案にかかる各種様式について、誓約書（様式３）のみ記名押印 

し、他の様式は押印不要とする。 
 
 



14  参考情報 
 
（１） 寄附実績（決算ベース） 
年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 

寄付額 707,108,171円 781,985,209円 620,998,483円 

寄附件数 40,732件 48,536件 46,693件 

 

（２） 返礼品数：220品（R7.10.27時点 ふるさとチョイス掲載数） 

（３） 寄付額に占める調達費用（返礼品代金）の割合：25％ 


